
船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、私立保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業及び認可外

保育施設において、業務のＩＣＴ化を推進するために必要となる経費に対する補助金（以

下「補助金」という。）を交付することにより、保育士の業務負担の軽減を図り、保育士

が働きやすい環境を整備することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。

以下「法」という。）第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こど

も園法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園、法第６条の３第１

０項に規定する小規模保育事業及び法第５９条の２の規定により届出されている施設

（法第６条の３第１１項に規定する業務を目的とする施設、児童福祉法施行規則第４９

条の２に規定する施設及び子ども・子育て支援法第５９条の２に規定する仕事・子育て

両立支援事業のうち、企業主導型保育事業を行う施設を除く。以下「認可外保育施設」

という。）であって、船橋市内に所在するものをいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱における用語の意義は、法及び認定こども園法

の例による。 

 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、保育所等の経営者（以下「補助事業者」

という。）であって市長が適当と認める者とする。ただし、１施設につき１回限りとする。 

２ 前項ただし書の規定に関わらず、過去に補助金を活用して、保育所等に勤務する保育

士の業務負担の軽減となるシステム（以下「システム」という。）を導入した保育所等（認

可外保育施設を除く。以下、「過年度補助対象者」という。）であって、新たにキャッシ

ュレス決済に関する機能を有するシステムを導入する場合には、当該システムの導入に

係る費用に限り、補助金の交付を受けることができるものとする。ただし、１施設につ

き１回限りとする。 



 

（補助対象費用） 

第４条 補助金の交付の対象となる費用（以下「補助対象費用」という。）は、補助金に係

る事業（以下「補助事業」という。）の実施に係る費用のうち、システムの導入費用、リ

ース料、工事費及び最低限必要となる備品購入費等で、市長が適当と認める費用とする。 

 

（補助事業の要件等） 

第５条 補助金は、当該年度内にシステムの導入を完了し、かつ支払いを完了する補助事

業を対象として交付するものとする。 

２ 前項のシステムは次のうち、１つ以上の機能を有するものでなければならない。ただ

し、認可外保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付に

ついて」（令和６年３月２９日付こ成保第２１８号こども家庭庁成育局長通知）に定める

証明書の交付を受けている又は交付予定の施設（以下「認可外保育施設（証明書交付）」

という。）についてはＡ又はＢの機能、それ以外の施設（以下「認可外保育施設（証明書

未交付）」という。）はＢの機能を有するものでなければならない。 

  Ａ 保育に係る計画・記録に関する機能 

  Ｂ 園児の登園及び降園の管理に関する機能 

  Ｃ 保護者との連絡に関する機能 

  Ⅾ キャッシュレス決済に関する機能 

 

（補助金の額） 

第６条 保育所等（過年度補助対象者及び認可外保育施設を除く）の補助金の額は、補助

対象費用と前条第２項のＡからⅮの機能のうち、導入する機能数に応じて次の各号に掲げ

る補助基準額を比較して少ない方の額に４分の３を乗じて得た額を上限とし、予算の範囲

内で市長が定めるものとする。なお、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。 

（１）１機能を導入する場合 

    端末購入等を行わない場合      １施設当たり   ２００，０００円 

    端末購入を行う場合         １施設当たり   ７００，０００円 

（２）２機能を導入する場合 



    端末購入等を行わない場合      １施設当たり   ４００，０００円 

    端末購入を行う場合         １施設当たり   ９００，０００円 

（３）３機能を導入する場合 

    端末購入等を行わない場合      １施設当たり   ６００，０００円 

    端末購入を行う場合         １施設当たり １，１００，０００円 

（４）４機能を導入する場合 

    端末購入等を行わない場合      １施設当たり   ８００，０００円 

    端末購入を行う場合         １施設当たり １，３００，０００円 

２ 過年度補助対象者の補助金の額は、前条第２項のⅮの機能の導入に係る補助対象費用

（ただし、その額が端末購入等を行わない場合であって２００，０００円を超える場合

は、２００，０００円を上限とし、端末購入を行う場合であって７００，０００円を超

える場合は、７００，０００円を上限とする。）に４分の３を乗じて得た額を上限とし、

予算の範囲内で市長が定めるものとする。なお、１，０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。 

３ 認可外保育施設の補助金の額は、補助対象費用（ただし、その額が２００，０００円

を超える場合は、２００，０００円を上限とする。）に４分の３を乗じて得た額を上限と

し、予算の範囲内で市長が定めるものとする。なお、１，０００円未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。 

 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助事業者（以下「申請者」という。）は、船橋市

保育所等業務効率化推進事業補助金交付申請書（第１号様式）に市長が必要と認める書

類を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 申請者は、前項の規定により申請するにあたって、原則として補助対象費用から消費

税額及び地方消費税額（以下、「消費税額」という。）を減額して申請しなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、消費税額を含めて申請することが

できる。 

（１）免税事業者、簡易課税事業者などの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額（補助対象費用に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法

（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分



の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の

税率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。）の返還が発生し

ない事業者。 

（２）申告方式が個別対応方式等により全額控除とならない事業者。 

３ 申請者は、前項第２号により申請するにあたって、補助金に係る消費税仕入控除税額

を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入

控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

 

（交付可否の決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否

を決定し、船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金交付可否決定通知書（第２号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

 

（変更交付申請） 

第９条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者が、第７条に係る交付申請の内

容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、船橋市保育所等業務効率化推進事業補助

金変更交付申請書（第３号様式）により、変更申請を行わなければならない。 

 

（変更交付可否の決定） 

第１０条 市長は、前条の規定により、変更申請があったときは、補助事業の変更の目的

及び当該申請に係る書類の内容を審査し、変更交付の可否を決定し、船橋市保育所等業

務効率化推進事業補助金変更交付可否決定通知書（第４号様式）により、申請者に通知

するものとする。 

 

（事業の廃止） 

第１１条 申請者は、補助事業を完了前に廃止しようとするときは、事前に市長と協議し

なければならない。 

 

（報告の義務） 

第１２条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了又は補助金の補助事業年



度が終了したときは、船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金実績報告書（第５号様

式）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認められるときは、補助事業の執行の状況等に関し、申請者

から報告を求めることができる。 

 

（額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、補

助金の額を確定し、船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金確定通知書（第６号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

 

（交付の時期） 

第１４条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助対象事業が完了した後において

交付する。 

 

（維持管理） 

第１５条 補助事業者は、システムの導入を完了した日から原則５年間は、当該システム

を適切に維持管理しなければならない。 

 

（交付の条件） 

第１６条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万

円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）第

１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、

市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

２ 補助事業者は、前項に規定する財産について、その台帳を作成して管理状況を明らか

にするとともに、当該財産の内容について市長に報告しなければならない。 

３ 市長の承認を受けて財産を処分することにより補助事業者に収入があった場合には、

市長はその収入の全部又は一部を市に納付させることができる。 

４ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事



業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営

を図らなければならない。 

５ 補助事業者のうち消費税額を補助対象費用に含めて申請した事業者は、補助事業完了

後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した

場合（消費税仕入控除税額が０円の場合も含む。）は、消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額報告書（第７号様式）によりすみやかに市長に報告しなければならない。なお、

事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自

ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方

消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行

うこと。また、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確

定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。 

６ 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類

を整備し、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後、５年間保管しておかなければ

ならない。 

  ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、

器具及びその他の財産については、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了す

る日、又は適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に

定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

７ その他の交付の条件については、こども家庭庁が定める令和７年度（令和６年度から

の繰越分）保育対策総合支援事業費補助金（保育所等業務効率化推進事業（保育所等に

おけるＩＣＴ化推進等事業）等（令和６年度補正予算分）分）交付要綱（令和７年９月

１８日こ成保第５４２号）に定めるところによるものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第１７条 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受

けた申請者があるときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助

金の全部若しくは一部を返還させるものとする。 

 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に



定める。 

 

 附則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和８年１月７日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 



第１号様式  

年  月  日  

 

船橋市長 あて  

                                        法 人 名  

施 設 名           

所 在 地           

代表者氏名           

 

船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金交付申請書  

 

保育所等業務効率化推進事業補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申

請します。  

 

記  

１ 申請金額       円  

２ 内  訳  別紙のとおり  

３ 添付書類  

４ 消費税の適用に関する事項（該当するものに☑（チェック）） 

① 補助金交付申請額の算定  

□  消費税額を補助対象費用に含めないで補助金交付申請額を算定  

□  

消費税額を補助対象費用に含めて補助金交付申請額を算定  

※確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定後、「消費税

仕入控除税額報告書」の提出が必要となります。（返還額が０円の場合も含む。）  

② ①で「消費税額を補助対象費用に含めて補助金交付申請額を算定」を選択した理由  

□  免税事業者である  

□  簡易課税事業者である  

□  消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える  

□  その他（                           ）  



第２号様式  

 

年  月  日  

 

       様  

 

船橋市長        印  

 

船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金交付可否決定通知書  

 

年  月  日付けで申請のあった保育所等業務効率化推進事業補助金

の交付について、下記のとおり決定したので通知します。  

 

記  

 

１ 交付します。     交付決定額       円  

 

 

 

２ 交付しません。  

    理由  



第３号様式 

 

年  月  日  

 

船橋市長 あて 

                                         法 人 名 

施 設 名           

所 在 地           

代表者氏名           

 

船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金変更交付申請書 

 

 年  月  日付け     第   号で交付決定を受けた保育所等業

務効率化推進事業補助金について、その内容を変更したいので、下記のとおり

申請します。 

 

記 

 

１ 変更交付申請金額       円 

 

２ 内  訳  別紙のとおり 

 

３ 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式 

 

年  月  日  

 

       様 

 

船橋市長        印  

 

船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金変更交付可否決定通知書 

 

年  月  日付けで変更交付申請のあった保育所等業務効率化推進事

業補助金の交付について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付します。     交付決定額       円 

 

 

 

２ 交付しません。 

    理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式 

 

年  月  日  

 

船橋市長 あて 

                     法 人 名 

施 設 名           

所 在 地           

代表者氏名           

 

船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金実績報告書 

 

 年  月  日に交付決定を受けた保育所等業務効率化推進事業補助

金に係る事業実施状況について別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式 

 

年  月  日  

 

       様 

 

船橋市長        印  

 

船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった補助事業について次のとおり補

助金の額を確定したので通知します。 

指 令 年 月 日 年  月  日 指令番号 船橋市指令第  号 

補 助 年 度  

交 付 決 定 額  

補助対象経費精算額  

交 付 確 定 額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式 

 

年  月  日  

 

船橋市長 あて 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

法 人 名           

施 設 名           

所 在 地           

代表者氏名           

 

  

    年  月  日付け      第  号で交付決定を受けた保育所

等業務効率化推進事業補助金について、消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額が確定したので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 船橋市保育所等業務効率化推進事業補助金交付額 

 

                      金          円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額 

 

                      金          円 

 

３ 添付書類 

 記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把

握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。 

 

 


